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食 品 安 全 委 員 会 遺 伝 子 組 換 え 食 品 等 専 門 調 査 会 

第 ９ ８ 回 会 合 議 事 録 
 

１．日時 平成23年11月25日（金）  13：59～15：57 
 
２．場所 食品安全委員会中会議室 
 
３．議事 
 （１）食品健康影響評価について意見を求められた遺伝子組換え食品等の安全性評価に

ついて 
  ・BR151（pUMQ1）株を利用して生産された4-α-グルカノトランスフェラーゼ 
  ・イミダゾリノン系除草剤耐性ダイズBPS-CV127-9（食品・飼料） 
 （２）その他 
 
４．出席者 
 （専門委員） 
  澤田座長、五十君専門委員、鎌田専門委員、橘田専門委員、児玉専門委員、 
  手島専門委員、中島専門委員、飯専門委員、和久井専門委員 
 （食品安全委員会委員） 
  小泉委員長、熊谷委員、長尾委員、廣瀬委員 
 
 （事務局） 
  栗本事務局長、中島事務局次長、坂本評価課長、北村課長補佐、三木係員、 
  種池技術参与 
 
５．配布資料 
  資料 食品健康影響評価に関する資料 
   ①BR151（pUMQ1）株を利用して生産された4-α-グルカノトランスフェラーゼ 
   ②イミダゾリノン系除草剤耐性ダイズBPS-CV127-9（食品） 
   ③イミダゾリノン系除草剤耐性ダイズBPS-CV127-9（飼料） 
  参考資料１ 遺伝子組換え食品等評価書（案） 
   BR151（pUMQ1）株を利用して生産された6-α-グルカノトランスフェラーゼ 
  参考資料２ 食品影響評価に係る指摘事項 
   イミダゾリノン系除草剤耐性ダイズBPS-CV127-9 
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６．議事内容 
○澤田座長 それでは、ちょっと早目ですけれども、皆様、お揃いですので、ただいまか

ら第 98 回遺伝子組換え食品等専門調査会を開催いたします。 
 本調査会は、議事次第にありますように、「食品安全委員会の公開について」に基づき

まして非公開で行います。 
 本日は所用により、宇理須専門委員、澁谷専門委員は御欠席とのことです。 
 本日の議題でありますが、新規の品目であります BR151（pUMQ1）株を利用して生産

された 4-α-グルカノトランスフェラーゼ、それから、継続の品目でありますイミダゾリ

ノン系除草剤耐性ダイズ BPS-CV127-9 の、これは食品と飼料の両方がありますけれども、

安全性についての審議となります。 
 それでは、お手元の資料の確認をいたしたいと思います。事務局からよろしくお願いし

ます。 
○北村課長補佐 それでは、議事次第に基づきまして配布資料の確認をさせていただきま

す。配布資料は、議事次第、座席表、専門委員名簿、資料としまして、食品健康影響評価

に関する資料、参考資料 1 としまして、遺伝子組換え食品等評価書（案）です。参考資

料 2 といたしまして、安全性評価にかかわる指摘事項となっております。参考資料 1 の

方は現在、パブコメ中の案件でございまして、本日、御審議いただきます 4-α-グルカノ

トランスフェラーゼの審議の際の参考にしていただければと思います。なお、これら以外

の参考資料につきましては、ファイルに綴じまして委員の皆様の机の上に置かせていただ

いております。本ファイルにつきましては調査会終了後、回収させていただき、次回、ま

た配布いたします。不足等がございましたら事務局までお願いいたします。 
○澤田座長 それでは、議題 1 の審議に入らせていただきたいと思います。 
 まず、4-α-グルカノトランスフェラーゼの審議を行いたいと思います。事務局の方か

ら御説明をお願いします。 
○三木係員 それでは、御説明させていただきます。 
 まず、お手元に黄色いプラスチックのファイルを御用意くださいますようお願いいたし

ます。こちらの申請品目名は、BR151（pUMQ1）株を利用して生産された 4-α-グルカ

ノトランスフェラーゼとなっております。 
 まず、1 ページ目には本品目の概要が書かれておりまして、2 ページから御説明させて

いただきます。 
 第 1、安全性評価において比較対象として用いる添加物及び宿主等の性質並びに遺伝子

組換え添加物及び組換え体との相違に関する事項といたしまして、1. 従来の添加物の性

質及び用途等に関する資料となっております。（1）名称、基原及び有効成分につきまし

ては、以下の記載のとおりとなっております。また、本品目の IUB 分類、CAS 番号、反

応特異性についても以下の記載のとおりとなっております。 
 （2）従来の 4-α-グルカノトランスフェラーゼの製造工程は、下の図 1 に示されたと



3 

おりとなっております。 
 3 ページ目にまいりまして、（3）用途及び使用形態となりますけれども、従来の 4-α-
グルカノトランスフェラーゼは、トウモロコシデンプン等のデンプンから高分子糖質を工

業的に製造する工程で使用されます。その下の図 2 に示されますように、アミロースや

アミロペクチン等のα-1,4-D-グルコシド結合を切断し、同時に生じた末端を非還元末端

に連結して、新たなα-1,4-D-グルコシド結合を合成する反応を触媒するということです。

製造されました高分子糖質は、加熱による酵素失活、ろ過等の精製工程を経まして食品原

料として用いられるということです。 
 その下にまいりまして、（4）摂取量につきましては、デンプン加工に利用され、最終

製品は種々の精製工程を経て製造されるために、酵素剤の残存は考えられないということ

です。実際、最終製品である高分子糖質に残存するタンパク質をケルダール法により測定

したところ、検出限界以下であったということでした。この結果から、4-α-グルカノト

ランスフェラーゼを摂取する可能性は低いと考えられると記載されております。 
 4 ページにまいりまして、2.の宿主及び導入 DNA に関する事項でございますけれども、

（1）宿主につきましては、宿主菌株は Bacillus subtilis BR151 株であり、Bacillus 
subtilis 168 株の変異株ということになっております。 
 （2）DNA の供与体でございますけれども、DNA の供与体といたしましては T. 
thermophilus ATCC33923 株となりまして、こちらはグラム陰性の高度好熱性細菌とい

うことです。また、T. thermophilus が、有害生理活性物質を生産するという報告はない

ということになっております。 
 （3）挿入 DNA の性質及び導入方法でございますけれども、挿入 DNA は T. 
thermophilus 由来の 4-α-グルカノトランスフェラーゼ遺伝子及び化学的に合成されたリ

ボソーム結合サイト（SD 配列）を持っているということです。SD 配列は Bacillus 
subtilis のリボソーム RNA の配列をもとに、化学的に合成されたものということです。

挿入 DNA をベクターに導入することにより、発現プラスミド pUMQ1 を作製し、この発

現プラスミドを宿主である Bacillus subtilis BR151 に導入することによって、生産株を

得たということになっております。 
 その下の 3. の宿主の添加物製造への利用経験または食経験に関する事項でございます

けれども、Bacillus subtilis は自然界に広く分布している微生物であり、長期にわたり食

品製造工程に安全に使用されてきたということです。 
 4. の宿主の構成成分等に関する資料といたしまして、Bacillus subtilis が有害生理活

性物質を生産するという報告はなく、また、Bacillus subtilis 168 株系統株は、OECD の

GILSP 微生物基準を満たしているということになっております。 
 その下の 5. 遺伝子組換え添加物の性質及び用途等に関する資料といたしまして、

（1）製品名は TaqAM、有効成分は T. thermophilus 由来の 4-α-グルカノトランスフェ

ラーゼということになっております。また、IUB 分類、CAS 番号、反応特異性につきま
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しては、次のページに記載されております。 
 （2）製造方法につきましては、下の部分にいっていただきまして、TaqAM の製造工

程は図 3 に示されたとおりでございまして、従来の 4-α-グルカノトランスフェラーゼの

製造工程と基本的には同様でありますが、相違点といたしましては、①菌体破砕の方法●

●●、②加熱工程を加えたことという 2 点でございます。上の方に戻ってしまいますけ

れども、この生産菌は溶菌及び加熱処理において死滅し、その後のろ過工程で除去される

ということです。 
 その下の（3）にまいりまして、用途及び使用形態につきましては従来のものと同じで

あるとなっております。 
 6 ページの（4）、有効成分の性質及び従来の添加物との比較でございますけれども、

TaqAM 中の有効成分は従来のものと同じであり、同じ反応を触媒するということになっ

ております。 
 6. の安全性評価において検討が必要とされる遺伝子組換え添加物と従来の添加物及び

組換え体と宿主等の相違点でございますけれども、（1）遺伝子組換え添加物と従来の添

加物につきまして、TaqAM 中の有効成分 4-α-グルカノトランスフェラーゼのアミノ酸

配列は、従来のものと同じであるということ、また、TaqAM は従来の添加物と比べ、反

応至適温度、反応至適 pH において同様の性質を有しているということです。（2）組換

え体と宿主につきましては、本組換え体は 4-α-グルカノトランスフェラーゼ遺伝子を含

む発現プラスミドの導入によって、4-α-グルカノトランスフェラーゼの産生性を新たに

獲得している点、また、カナマイシン耐性遺伝子及びブレオマイシン耐性遺伝子を保持し

ていることによりそれぞれの抗生物質に対する耐性を持つ点が宿主と相違するということ

です。 
 7 ページにまいりまして、第 2、宿主に関する事項といたしまして、1.の分類学的な位

置づけにつきましては以下の記載のとおりです。 
 また、2. 病原性及び有害生理活性物質等の生産に関する事項でございますけれども、

Bacillus subtilis は自然界に広く分布している微生物であり、長期にわたり食品製造工程

に安全に使用された歴史を持つということになっております。また、Bacillus subtilis 
168 株系統につきましても、多くの食品用酵素製造に利用されており、有害生理活性物質

の生産に関する報告はないということです。また、Bacillus subtilis は研究開発等での第

二種使用規定に係る省令、文部科学省・環境省令のものですけれども、そこではクラス 1、
人を含む動物に対する病原性がない細菌として分類されているということです。また、米

国国立衛生研究所（NIH）のガイドラインにおいてはリスクグループ 1、すなわち、健康

な成人にとって非病原性の微生物として分類されております。 
 その下の 3. 寄生性及び定着性に関する事項といたしまして、定着の可能性はあるもの

の、安全上の懸念があることはないとなっております。 
 4. の病原性の外来因子に汚染されていないことに関しましては、性質の変化を示唆す
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るような事実は認められておらず、また、病原性の外来因子の存在を示唆するような事実

も認められていないということになっております。 
 5. 宿主の近縁株の病原性及び有害生理活性物質の生産に関する事項といたしまして、8
ページにまいりまして、Bacillus subtilis の毒性物質の生産が知られている Bacillus 
cereus や Bacillus anthracis とは明確に区別されており、宿主の Bacillus subtilis 151
株及びその近縁株には病原性はなく、有害生理活性物質も産生しないと考えられるという

ことになっております。 
 第 3、ベクターに関する事項といたしまして、1. 名称及び由来に関する事項といたし

ましては、発現プラスミド pUMQ1 を構築するために用いられたプラスミドは pUB110
であり、Staphylococcus aureus に由来するということです。 
 2. 性質に関する事項といたしまして、（1）DNA の塩基数は 4,548 bp であり、その配

列は明らかになっているということでございます。 
 （2）制限酵素による切断地図に関しましても、明らかになっているということです。 
 （3）既知の有害塩基配列を含まないことに関する事項といたしまして、pUB110 は詳

細にわたって研究されており、カナマイシン耐性遺伝子、プラスミド複製にかかわる配列、

ブレオマイシン耐性遺伝子及びヘルパープラスミドによる他の Bacillus 属細菌への移動

に関与する配列を含んでいるが、既知の有害塩基配列を含むという報告はないということ

が書かれております。 
 （4）薬剤耐性に関する事項といたしましては、カナマイシン及びブレオマイシン系抗

生物質耐性の形質を与える遺伝子を含むということです。 
 （5）伝達性に関する事項といたしまして、前述のとおり、ヘルパープラスミド存在下

での Bacillus 属細菌間の移動という非常に特殊なケースを除いて、基本的には伝達性は

ないと考えられているということです。 
 9 ページにまいりまして、（6）宿主依存性に関する事項でございますけれども、プラ

スミドの複製開始配列は、Staphylococcus 属細菌、Bacillus 属細菌内で機能することが

知られておりまして、それ以外の菌で機能することは知られておらず、宿主依存性は高い

と考えられるということです。 
 第 4、挿入 DNA、遺伝子産物並びに発現ベクターの構築に関する事項といたしまして、

1、挿入 DNA の供与体に関する事項といたしまして、（1）名称、由来及び分類につきま

しては、DNA 供与体は T. thermophilus ATCC33923 株であり、その分類学的な位置づ

けは記載のとおりとなっております。 
 （2）安全性に関する事項といたしまして、この株につきましては、好熱性、好気性の

グラム陰性細菌でありまして、成育最適温度は 70～75℃、最低成育温度は約 40℃とされ

ており、このことから、本菌株がヒト等への寄生性あるいは感染性を有するとは考えにく

いということです。また、T. thermophilus は第二種使用等の省令において病原性がない

細菌、すなわちクラス 1 に分類されているということです。以上のことから T. 
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thermophilus の安全性は高いと考えられるとなっております。 
 その下の 2、挿入 DNA または遺伝子及びその遺伝子産物の性質に関する事項の（1）
挿入遺伝子のクローニングもしくは合成方法に関する事項といたしましては、挿入 DNA
の設計は次のページの表 1 のとおりとなっておりまして、その全塩基配列の決定により、

設計どおりであることが確認されております。 
 （2）塩基数及び塩基配列と制限酵素による切断地図に関する事項といたしましては、

挿入遺伝子の塩基配列、塩基数及び制限酵素切断地図は、それぞれ明らかになっておりま

す。 
 （ 3）挿入遺伝子の機能に関する事項といたしまして、遺伝子産物である T. 
thermophilus 由来 4-α-グルカノトランスフェラーゼは従来のものと同様、アミロースや

アミロペクチンなどを基質とし、そのα-1,4-D-グルコシド結合を切断し、生じた末端を

別の非還元末端の 4 位水酸基に転移する転移酵素でございます。アミノ酸配列に変更は

なく、反応至適温度、反応至適 pH ともに従来のものと差は認められないということにな

っております。また、この酵素に関しまして既知のタンパク質との相同性をデータベース

検索した結果、既知の毒性タンパク質の相同性は見つからなかったということです。さら

に、既知のアレルゲンとの構造相同性を検索した結果、35％以上のアミノ酸が一致する

配列は見つからず、連続する 8 個のアミノ酸配列が一致する箇所も見つからなかったと

いうことです。以上のことから、安全上の問題はないと考えられるとなっております。 
 11 ページにまいりまして、3、挿入遺伝子及び抗生物質耐性マーカー遺伝子の発現に関

わる領域に関する事項、（1）プロモーターにつきましては、新たなプロモーターは導入

していないということでございまして、用いた pUB110 の配列中にプロモーターとして

機能し得る配列が存在していることから、この配列がプロモーターとして機能していると

されるということでございます。 
 また、（2）のターミネーターにつきましても新たな配列は導入しておらず、pUB110
に本来存在するパリンドロームを形成し得る配列がターミネーターとして機能していると

考えられるということです。 
 （3）その他の配列につきまして、4-α-グルカノトランスフェラーゼ遺伝子の開始コド

ンの直前に SD 配列を導入しているということです。 
 4、ベクターへの挿入 DNA の組み込み方法に関する事項といたしましては、挿入 DNA
は 4-α-グルカノトランスフェラーゼ遺伝子及びその上流の SD 配列とともに、1,551 塩

基対の DNA 断片として構築されました。この DNA 断片及び pUB110 をそれぞれ制限酵

素処理した後で混合し、リガーゼにより連結し、発現プラスミドを構築したということに

なっております。 
 5、構築された発現ベクターに関する事項といたしまして、（1）塩基数及び塩基配列

と制限酵素による切断地図に関する事項といたしまして、発現プラスミドの塩基数は明ら

かになっておりまして、その構成要素、位置、サイズ及び機能につきましては、12～13
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ページの表 2 に示されたとおりとなっております。また、制限酵素による切断地図につ

きましても明らかになっております。 
 13 ページにまいりまして、（2）目的以外のタンパク質を発現するオープンリーディン

グフレームに関する事項でございますけれども、pUMQ1 の持つオープンリーディングフ

レームについて検索した結果、87 個の ORF が見つかったということでございます。さら

に、これらの既知のタンパク質との相同性についてデータベースを用いて、E-value の閾

値を 0.1 として検索したところ、pUB110 に本来存在するものと T. thermophilus 由来 4-
α-グルカノトランスフェラーゼ遺伝子に相当する ORF のみに相同性が示されたというこ

とになっております。 
 さらに、この 87 個の ORF につきまして、既知のアレルゲンとの構造相同性をデータ

ベースを用いて検索した結果、連続する 8 アミノ酸配列につきましては既知のアレルゲ

ンと一致するものはなく、また、80 残基以上のアミノ酸を有する ORF について検索した

結果、ヨモギ属の多年草由来のアレルゲンと相同性を示す ORF が見つかったということ

です。この ORF は、T. thermophilus 4-α-グルカノトランスフェラーゼ遺伝子の相補鎖

の一部に相当しまして、遺伝子供与体である T. thermophilus ATCC33923 株の染色体に

存在しているものであるということです。また、その開始コドンの上流には、Bacillus 
subtilis において機能し得る SD 配列は存在しないことから、組換え体において本タンパ

ク質が翻訳される可能性は極めて低いと考えられるいうことです。 
 （3）につきまして、意図する遺伝子の発現プラスミド上での位置は明らかになってお

ります。 
 （4）につきまして、発現プラスミドは目的以外の遺伝子が混入しないように構築され、

宿主に導入されております。 
 6、DNA の宿主への導入方法に関する事項といたしまして、こちらにつきましては第 4
の 4 に示されたとおりとなっておりまして、導入の有無につきましてはカナマイシン含

有寒天培地上で選択し、確認したということです。 
 7、抗生物質耐性マーカー遺伝子の安全性に関する事項といたしまして、（1）遺伝子

及び遺伝子産物の特性に関する事項としましては、pUB110 上にはカナマイシンヌクレオ

チジルトランスフェラーゼ遺伝子及びブレオマイシン耐性遺伝子が存在します。カナマイ

シンヌクレオチジルトランスフェラーゼ（以下、KAN）につきましては、カナマイシン

のアミノ糖残基の水酸基にヌクレオチドを付加することにより、抗生物質を不活化すると

なっております。 
 15 ページにまいりまして、一方、ブレオマイシン耐性遺伝子によりコードされるタン

パク質（BRP）は、ブレオマイシン・フレオマイシンに結合し、その DNA 鎖切断作用を

阻害するということです。pUB110 は食品用酵素製造に長期間、安全に使用されてきた歴

史がございまして、また、抗生物質耐性遺伝子を保持したまま使用されているが、安全上

の懸念はないとされているということです。 
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 （2）遺伝子及び遺伝子産物の摂取に関する事項といたしまして、TaqAM から発現プ

ラスミド由来の DNA 断片及び生産菌が含まれていないことが確認されたということです。

また、KAN 及び BRP につきましては、TaqAM 製造工程中の加熱処理工程で失活除去さ

れる可能性が高いと考えられ、仮に残存したとしても精製工程において除去され、最終製

品に残存する可能性はほとんどないと考えられるということです。 
 第 5、組換え体に関する事項といたしまして、1、宿主との差異に関する事項といたし

ましては、T. thermophilus 由来の 4-α-グルカノトランスフェラーゼの産生性を新たに

獲得している点、また、カナマイシン耐性及びブレオマイシン耐性を獲得している点とい

うことでございます。なお、これらの形質の違いは宿主の非病原性、非毒素生産性に影響

はしないということです。 
 2、遺伝子導入に関する事項といたしまして、（1）制限酵素による切断地図に関する

事項としましては、本組換え体内におきまして発現プラスミドの構造は変化しておらず、

制限酵素切断地図は前述のとおりということです。 
 また、（2）オープンリーディングフレームに関する事項でございまして、16 ページで

ございますけれども、こちらにつきましても前述のとおりということです。 
 第 6、組換え体以外の製造原料及び製造器材に関する事項でございますけれども、1、
添加物の製造原料または製造器材としての使用実績につきましては、原料につきましては

食品または食品添加物製造用として一般的に広く用いられているもののみを使用している

ということ、また、器材につきましても従来から食品用酵素剤の製造に使用されているも

のということです。 
 2、添加物の製造原料または製造器材としての安全性につきましては、原料及び器材に

つきまして食品用の酵素剤製造に一般的に使用されているものであり、使用前には十分な

殺菌及び洗浄を行っているということです。 
 第 7、遺伝子組換え添加物に関する事項といたしまして、諸外国における許可等につき

ましては、米国において GRAS 物質として 2010 年に認められているということです。 
 2、組換え体の残存に関する事項といたしましては、生産菌の混入がないことが確認さ

れております。さらにサザンハイブリダイゼーション法による分析の結果、発現プラスミ

ドに由来する DNA 断片は検出されなかったということです。 
 3、製造に由来する非有効成分の安全性に関する事項といたしまして、宿主及びその系

統株は多くの食品用酵素製造に使用されており、有害な物質を生産するという報告はない

ということです。また、TaqAM は JECFA の食品用酵素剤に関する一般規格を満たして

いることから、安全性についての懸念はないということです。 
 4、精製方法及びその効果に関する事項といたしまして、17 ページにまいりまして、各

工程とその効果は明らかになっているということでございます。 
 5、含有量の変動により有害性を示唆する常成分につきましては、想定はされないとい

うことです。 
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 第 8 ですけれども、第 2 から第 7 までの事項において安全性の知見は得られており、

本酵素剤の毒性試験は必要ないと申請者は判断したということになっております。 
 以上でございます。 
○澤田座長 ありがとうございました。 
 それでは、項目ごとに先生方からの御意見をいただきたいと思います。 
 まず、第 1、第 2、第 3 で、申請書の 2 ページから 9 ページまでにわたりまして、御意

見、コメントがありましたらお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 
○鎌田専門委員 2 ページ目とそれから 5 ページ目に精製工程が書かれていて、間違って

いるわけではないのですが、後で出てくると思うのですが、生産のときにカナマイシンと

かの抗生物質を使っているかどうか、どこにも書いていないので、後で書いてもらう必要

があると思うのですが、それが除去されているかどうかというのが実はちゃんと書いてい

なくて、例えば精密ろ過というのは何のことだかわからないというとおかしいのですが、

後ろの方の添付資料を見てみると、●●●と思うのだけれども、そういう表現になってい

ないので、単に精密ろ過というよりは、ちゃんと書いていただいた方がいいのかなという

ふうに思います。 
○澤田座長 この精密ろ過というのは普通は●●●によるものですね。 
○鎌田専門委員 そうですね。ただ、一応、彼らの言い分からすると、●●●というので、

この形で使っているというふうに書かれているようです。 
○澤田座長 それをちょっと確認していただくのと、あと、抗生物質を培養中に入れてい

るか。多分、入れていない。 
○鎌田専門委員 多分、入れていないと思うのですが、入れていないのだと入れていない

と書かないといけないと思うのですが。 
○澤田座長 五十君先生。 
○五十君専門委員 8 ページの 2、性質に関する事項の（3）既知の有害塩基配列を含ま

ないことに関する事項の中で、プラスミドの伝達性に関わる記載がありまして、その中で

ヘルパープラスミドによる移動ということに触れられているのですけれども、遺伝子組換

えでは遺伝子が動くということに関して推薦しておりません。ヘルパープラスミドと書い

たからには、このプラスミドがいるかいないか記載していただいて、そのおそれがないこ

とを示していただきたいと思います。 
○澤田座長 ORFβ自身は不完全、ちょっと断片化されているわけですね。 
○五十君専門委員 単独では動かないということがわかるので、ヘルパープラスミドが全

く含まれていないということを示していただきたい。 
○澤田座長 それでは、安全性に関してもうちょっと説明を追記していただきます。 
 9 ページまでで他によろしいでしょうか。 
○飯専門委員 6 ページの恐らく真ん中辺、６の（1）の記載になるかと思うのですけれ

ども、最初の 1 ページの「はじめに」というところを見ますと、その第 2 段落なのです
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が、TaqAM の反応特異性、基質特異性及び安定性は従来のものと同等ですと書いてある

のですけれども、6 ページの方には至適温度と pH のことは一応書かれているのですが、

「はじめに」に書かれてある内容が見つからないので、整合性をとる形で資料を提出する

なり、文章を修正するなりしていただきたいと思います。 
○澤田座長 これはとにかく整合性をとっていただければ。 
○飯専門委員 「はじめに」に書いてある以上、何もないというのはまずいかなと。従来

品と同じであるということが伝わるような提出の仕方ということを考えてつくって、その

辺は修正していただけたらと思います。 
○澤田座長 他によろしいでしょうか。 
 それでは、次の第 4 で 9 ページから 15 ページにかけまして、御意見がありましたらお

願いしたいと思います。 
○鎌田専門委員 13 ページから 14 ページにかけて、意味はないと思うのですが、既知ア

レルゲンとの構造相同性を調べて一つだけ見つかったと。Art v 1 だったかなというのと、

一定以上の相同性があったということだけが書かれていて、その後、何も書いていないと

いうのは本当はおかしな話で、だから、何なのかというのを書いていただきたいのですが。

多分、情報がないのでわからないのですが、もともとの Art v 1 における例えばエピトー

プみたいなのがわかっていて、それとここは一致しないとか、何かの情報があって書いて

くれればいいのですが、何もないと書きようもないので、何かそこら辺をもう少しきちっ

と安全性としてわかるように書いていただければと思います。 
○澤田座長 これは Art v 1 の方のエピトープの情報がわかっていれば。 
○鎌田専門委員 書けるはずだと思います。 
○澤田座長 手島先生、御存じですか、これは。 
○手島専門委員 ちょっと詳細なことは存じ上げないのですけれども、エピトープの方は

データベースの中に入っているかどうかというようなことで調べられると思いますので、

そこは調べていただければと思います。あと、これだと 8 残基の連続するものについて

の相同性はなかったということで、これを見ていると多くても 4 残基ですか、14 ページ

にあるのは 4 残基連続の方の相同ということですので、恐らくエピトープではないと思

うのですが、ただ、エピトープ情報があるかどうかということとの考察というのはしてい

ただいた方がよろしいかと思います。 
○澤田座長 たとえ似ていても似ている部分が非常に短いとか、そこら辺のことを書いて

もらえばいい。 
○手島専門委員 そうですね。 
○澤田座長 他に 15 ページまでで。五十君先生。 
○五十君専門委員 15 ページの第 5、組換え体に関する事項の 1、宿主との差異に関する

事項の最後の方の部分なのですが、抗生物質耐性についてカナマイシンとブレオマイシン

を獲得しているとはっきり書いています。先ほど指摘のあったように培養液中に抗生物質
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は入れていないと思われますので、その辺を書いていただきたい。安全性基準の中ではカ

ナマイシンは今まで実績があって問題ないと思うのですけれども、抗生物質のマーカー遺

伝子がある場合は、プロダクトの性質とか基質特異性のあたりまできちっと整理してくだ

さいという記載があるので、できれば、ブレオマイシンに関してこのあたりの説明をもう

少しどこかでしていただければと思います。 
○澤田座長 ブレオマイシンはあまり使うことがないのですけれども、pUB110 はかなり

よく使われていますね。 
○五十君専門委員 今まではこんなにはっきりとブレオマイシン耐性を獲得していると書

いていなかったものですから。 
○澤田座長 このブレオマイシン耐性は本当に生きているかどうか、それも確認していた

だいて。普通、製造では使われないので、安全性に問題があるかどうかというところまで

議論されなかったかと思われますが。 
○五十君専門委員 おそらく、精製工程でタンパク質がなくなるということなので大丈夫

だと思うのですけれども、今まで、こんなにはっきりと耐性を獲得していると書かれてい

なかったものですから、その辺を含めて確認をしていただきたい。 
○澤田座長 今まで pUB110 を使った例が何件かあったような気がするのですが。 
○北村課長補佐 8 月に御審議いただいた 6-αでも同じ pUB110 を使っていまして、同

じ 15 ページの（2）の 2 パラ目のところで、TaqAM からは、pUMQ1 由来の DNA 断片

を検出できなかったことから、ブレオマイシン耐性遺伝子は含まれていないことを確認し

ているという記載があります。 
○澤田座長 これに関して再確認していただきたいと思います。 
○中島専門委員 今回の遺伝子は ORFβの中に入っているので、ブレオマイシン耐性の

ORFγの遺伝子は無傷ですから確かに耐性はあるのかなと。 
○澤田座長 ありがとうございました。 
 他に 15 ページまで。 
○児玉専門委員 確認させていただければと思うのですけれども、今回は消化性試験とか、

そういうデータは提出されていないのですけれども、従来品とアミノ酸配列が完全に一致

しているので、それは要らないだろうという、そういう判断でよろしいのでしょうか。 
○澤田座長 食品とちょっと違って、すべての場合に求めているわけではなくて、それで、

何か懸念があるときは求めていたように思いますけれども、手島先生。 
○手島専門委員 それで問題ないと思います。 
○澤田座長 今回は全くタンパクとしては同じもので、微量を食している可能性はあるか

もしれません。 
○鎌田専門委員 くだらないことなのですが、15 ページの（2）の真ん中ぐらいに、

「TaqAM 製造工程中の加熱処理工程で失活除去される可能性が高い」と書いてあるので

すが、●●●程度の処理で、さて、除去までされるのかというと、その後ろのステップで
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除去工程が入っているので、失活だけにしておいていただいた方がいいかなと思います。 
○澤田座長 「可能性」だけではまずいので、それは確認して適切に修正していただきた

いと思いますが、他によろしいでしょうか。 
 それでは、続きましてちょっと第 5 に入ったところもありましたけれども、第 5、第 6、
第 7、第 8 で、15 ページから最後にかけまして、御意見、コメントがありましたらお願

いしたいと思います。よろしいでしょうか。 
 それでは、本件に関しましては、細かい記載整備的なことを御指摘いただきましたけれ

ども、特に安全性上、大きな問題があるということではないようでありますので、続きま

して評価書案の審議に入りたいと思います。事務局から御説明をお願いしたいと思います。 
○三木係員 それでは、右上に資料と書かれております食品健康影響評価に関する資料を

御準備ください。こちらの 1 ページからが本品目の評価書案になりますけれども、少し

ページをめくっていただいて 6 ページから御説明させていただきます。 
 6 ページの 22 行目にございますけれども、Ⅰの評価対象添加物の概要といたしまして、

品目、用途、申請者及び開発者をそれぞれ記載しております。 
 31 行目ですけれども、本添加物は 4-α-グルカノトランスフェラーゼの生産性を高める

ために、Bacillus subtilis BR151 株を宿主として、Thermus thermophilus ATCC33923
株由来の 4-α-グルカノトランスフェラーゼ遺伝子を含む発現プラスミド pUMQ1 を導入

して作製した BR151（pUMQ1）株を利用して生産された 4-α-グルカノトランスフェラ

ーゼであると記載しております。 
 37 行目ですけれども、食品健康影響評価につきまして、第 1、安全性評価において比

較対象として用いる添加物及び宿主等の性質並びに遺伝子組換え添加物及び組換え体との

相違でございますけれども、次の行の 1、従来の添加物といたしまして、（1）名称、基

原及び有効成分につきましては、以下の記載のとおりとなっております。また、（2）の

製造方法、また、59 行目の（3）の用途及び使用形態につきましても、記載のとおりとさ

せていただいております。7 ページ目にまいりまして、（4）の摂取量につきましても記

載のとおりとなっております。 
 70 行目にまいりまして、2、宿主及び導入 DNA につきまして、（1）宿主につきまし

ては、宿主は Bacillus subtilis 168 株の突然変異株 Bacillus subtilis BR151 株であり、

芽胞形成能を失っているとしております。 
 （2）DNA 供与体は、T. thermophilus ATCC33923 株であるとしております。 
 （3）挿入 DNA である 4-α-グルカノトランスフェラーゼ遺伝子は、4-α-グルカノト

ランスフェラーゼを発現するということです。この遺伝子を含む発現プラスミド pUMQ1
を宿主に導入したということを記載しております。 
 85 行目にまいりまして、3、宿主の添加物製造に関しましては、Bacillus subtilis は食

品製造用酵素の生産菌として数多くの利用経験があり、安全に使用されているということ

です。また、OECD において GILSP が適用できる宿主微生物として認定されていると記
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載しております。 
 91 行目、4、宿主の構成成分等に関する事項といたしまして、Bacillus subtilis が有害

生理活性物質を生産する報告はないとしております。 
 94 行目、5 の遺伝子組換え添加物の性質及び用途等に関する資料といたしまして、

（1）製品名及び有効成分につきましては以下の記載のとおりとなっております。 
 次のページにまいりまして 107 行目、（2）の製造方法でございますけれども、2 行目

で、製造方法は従来の添加物と基本的には同様であるということです。また、111 行目に

まいりますけれども、生産菌は精製工程におけるろ過により除去されるとしております。 
 （3）用途及び使用形態につきましても、従来の添加物と変わらないとしております。 
 （4）有効成分の性質及び従来の添加物との比較といたしまして、こちらは従来の添加

物と同じ反応を触媒する酵素とさせていただいております。 
 120 行目にまいりまして、6、安全性評価において検討が必要とされる遺伝子組換え添

加物と従来の添加物及び組換え体と宿主等の相違点といたしまして、本添加物と従来の添

加物のアミノ酸数及びアミノ酸配列、反応至適温度、反応至適 pH は変わらないというこ

とになっております。宿主との相違点といたしましては、4-α-グルカノトランスフェラ

ーゼ遺伝子を含む発現プラスミドが導入され、4-α-グルカノトランスフェラーゼ産生性

を獲得している点、及びカナマイシン及びブレオマイシン耐性を獲得している点となって

おります。 
 129 行目ですけれども、以上より、本添加物及び本添加物の生産菌の比較対象となり得

る従来の添加物及び宿主があると判断し、以下の各事項について評価を行ったとしており

ます。 
 132 行目にまいりまして、第 2、宿主に関する事項といたしまして、1、分類学上の位

置づけに関する事項といたしましては、以下の記載のとおりとなっております。 
 2、病原性及び有害生理活性物質の生産に関する事項といたしまして、Bacillus 
subtilis の病原性は知られておらず、有害生理活性物質を生産するという報告はございま

せん。9 ページ目にまいりまして、また、国立感染症研究所病原体管理規程のバイオセー

フティレベル 1 に該当するとしております。なお、本品目の申請書には国立感染症研究

所の規程に関する記載はございませんけれども、同じ宿主を用いていて、以前に御審議い

ただいた 6-α-グルカノトランスフェラーゼのものと記載を揃えさせていただいておりま

す。後で、申請者に依頼し、本品目の申請書にも国立感染症研究所病原体管理規程に関す

る記載を追記させていただきたいと考えております。 
 145 行目にまいりまして、3、寄生性及び定着性に関する事項といたしまして、

Bacillus subtilis が腸管内に定着する可能性はあるが、食経験を有することから安全上の

問題はないと考えられるとさせていただいております。 
 149 行目、4 につきまして、病原性の外来因子の存在を示唆する事実は認められていな

いとしております。 
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 5、宿主の近縁株の病原性及び有害生理活性物質の生産に関する事項といたしまして、

近縁株である Bacillus cereus 及び Bacillus anthracis は、毒性物質を生産することが知

られているが、宿主とは明確に区別されるとしております。 
 157 行目にまいりまして、第 3、ベクターに関する事項といたしましては、1、名称及

び由来に関する事項に関しましては、発現プラスミドの作製には Staphylococcus aureus
由来のプラスミド pUB110 が用いられておりまして、このプラスミドは食品用酵素の製

造等に長年安全に利用されており、ヒトに対する有害性は知られていないとさせていただ

いております。 
 163 行目にまいりまして、2、性質に関する事項といたしまして、（1）DNA の塩基数

及びその塩基配列、（2）制限酵素による切断地図については、それぞれ明らかになって

いるとしております。170 行目の（3）既知の有害塩基配列につきましては含まれていな

いとしております。（4）薬剤耐性につきましては、カナマイシン耐性遺伝子及びブレオ

マイシン耐性遺伝子が含まれているということです。（5）の伝達性につきましては、伝

達を可能とする塩基配列は含まれていないと今のところ、させていただいております。

181 行目、（6）の宿主依存性に関する事項といたしましては、次のページにまいりまし

て、プラスミドの複製開始配列が Staphylococcus 属菌及び Bacillus 属菌で機能すること

は知られているが、それ以外の菌で機能することは知られていないことから、宿主依存性

は高いと考えられるというふうにしております。 
 186 行目の第 4、挿入 DNA、遺伝子産物並びに発現ベクターの構築に関する事項とい

たしまして、1、挿入 DNA の供与体に関する事項といたしましては、（1）名称、由来及

び分類については、4-α-グルカノトランスフェラーゼ遺伝子の供与体は T. thermophilus 
ATCC33923 株であるというふうにしております。 
 192 行目の安全性につきましては、本株はヒトへの寄生性または感染性を有するとは考

えられないとして、また、研究開発等の第二種使用規程にかかわる省令においてクラス 1
に分類され、ヒトに対する病原性はないとされているということです。 
 200 行目にまいりまして、2、挿入 DNA または遺伝子及びその遺伝子産物の性質に関

する事項といたしまして、（1）挿入遺伝子のクローニングにつきましては、4-α-グルカ

ノトランスフェラーゼ遺伝子は供与体の染色体 DNA から単離した遺伝子であるというこ

とです。 
 （2）挿入遺伝子の塩基数、塩基配列及び制限酵素による切断地図は、明らかになって

いるとしております。 
 （3）挿入遺伝子の機能に関する事項といたしまして、4-α-グルカノトランスフェラー

ゼ遺伝子が発現する 4-α-グルカノトランスフェラーゼは、デンプンのα-1,4-D-グルコシ

ド結合を切断し、新たにα-1,4-D-グルコシド結合を形成する反応を触媒する酵素である、

アミノ酸数及びアミノ酸配列は従来の添加物の有効成分である 4-α-グルカノトランスフ

ェラーゼと同じであるというふうな記載にしております。4-α-グルカノトランスフェラ
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ーゼと既知の毒性タンパク質、また、既知のアレルゲン、また、次のページにまいりまし

て、抗原決定基について、データベースを用いて相同性検索を行った結果、それぞれに該

当するものは見出されなかったということです。 
 228 行目にまいりまして、3、挿入遺伝子及び抗生物質耐性マーカー遺伝子の発現にか

かわる領域に関する事項といたしまして、（1）プロモーター、（2）ターミネーターに

ついては、それぞれプラスミド上の配列が機能していると考えられるということです。

238 行目、（3）その他、Bacillus subtilis 由来のリボソーム RNA をもとに合成した SD
配列を付加したというふうにさせていただいております。 
 244 行目にまいりまして、4、ベクターへの挿入 DNA の組み込み方法に関する事項と

いたしまして、プラスミドに 4-α-グルカノトランスフェラーゼ遺伝子及び SD 配列を挿

入することにより、発現プラスミドを作製したというふうにしております。 
 248 行目、5 の構築された発現ベクターに関する事項といたしまして、（1）塩基数及

び塩基配列と制限酵素による切断地図については、それぞれ明らかになっています。 
 253 行目、（2）目的以外のタンパク質を発現するオープンリーディングフレームにつ

きましては、発現プラスミドの全塩基配列についてオープンリーディングフレーム検索を

行った結果、30 アミノ酸以上の ORF が 87 個見出されたというふうになっております。

これらの ORF と既知の毒性タンパク質との相同性について、Swiss Plot Protein 
sequences データベースを用いて blastp 検索を行った結果、相同性を示す機知の毒性タ

ンパク質は見出されなかったというふうに記載しております。 
 次のページにまいりまして、また、これらの ORF と既知のアレルゲンとの相同性につ

いても ADFS データベースを用いて検索を行った結果、80 アミノ酸以上で 35％以上の相

同性を示す ORF が 1 個見出されたが、この ORF は 4-α-グルカノトランスフェラーゼ遺

伝子の相補鎖の一部に相当し、遺伝子供与体である T. thermophilus に本来存在するもの

であること、また、この ORF に対する SD 配列は存在しなかったことから、タンパク質

が翻訳される可能性は低いと考えられるということです。また、抗原決定基につきまして

も ADFS データベースを用いて相同性検索を行った結果、連続する 8 アミノ酸配列と一

致するものは見出されなかったということを記載しております。 
 272 行目にまいりまして、（3）意図する挿入遺伝子の発現プラスミド上の位置は明ら

かになっているということを記載ております。 
 277 行目、（4）につきましては、発現プラスミドは目的外の遺伝子混入がないように

構築され、宿主に導入されているとしております。 
 6 の DNA の宿主への導入方法に関する事項といたしまして、発現プラスミドを宿主に

導入後、カナマイシンを含む培地で選抜することによって得られたと記載しております。 
 286 行目、7、抗生物質耐性マーカー遺伝子の安全性に関する事項といたしまして、

（1）遺伝子及び遺伝子産物の特性に関しましては、カナマイシン耐性遺伝子及びブレオ

マイシン耐性遺伝子が存在し、それぞれ KAN、BRP を発現するということです。これら
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の遺伝子はプラスミド pUB110 に由来しているものです。その下に両タンパク質の作用

に関しての記載をさせていただいております。 
 297 行目にまいりまして、（2）遺伝子及び遺伝子産物の摂取に関する事項といたしま

して、KAN 及び BRP は製造工程における加熱により、こちらは後ほど直させていただ

きますけれども、失活除去されると考えられる。また、高分子糖質の製造工程における精

製により、最終製品に残存する可能性は低いということです。さらにサザンハイブリダイ

ゼーション分析を行った結果、pUMQ1 由来の断片は検出されなかったことを記載してお

ります。305 行目にまいりまして、また、pUB110 は食品用酵素の製造等に長年安全に利

用されてきており、安全上の懸念はないとしております。 
 以上のことから安全性についての問題はないと考えられるとさせていただいております。 
 311 行目、第 5、組換え体に関する事項といたしまして、1、宿主との差異に関する事

項といたしましては、発現プラスミド中の 4-α-グルカノトランスフェラーゼ遺伝子、カ

ナマイシン耐性遺伝子、ブレオマイシン耐性遺伝子が導入されていることが宿主との差異

であるとしております。 
 319 行目、2、遺伝子導入に関する事項の（1）制限酵素による切断地図に関する事項

としまして、発現プラスミドの制限酵素による切断地図は明らかになっております。 
 （2）オープンリーディングフレームに関する事項といたしまして、発現プラスミドに

おいて確認された目的以外の ORF については、既知のタンパク質との相同性は認められ

なかったと記載しております。 
 330 行目の第 6、組換え体以外の製造原料及び製造器材に関する事項といたしまして、

1、添加物の製造原料または製造器材としての使用実績につきましては、TaqAM の製造

原料は、食品または食品添加物製造用として、一般的に使用されているものということを

記載しております。 
 2、添加物の製造原料または製造器材につきましても、一般的に使用されているものを

使用しているとさせていただいております。 
 14 ページにまいりまして、第 7、遺伝子組換え添加物に関する事項といたしまして、1
の諸外国における許可等について、米国において GRAS として認定されていることを記

載しております。 
 2、組換え体の残存に関する事項ですけれども、生産菌の残存がないことを培養法で確

認し、また、発現プラスミドに由来する DNA 断片は、サザンハイブリダイゼーション分

析の結果、検出されなかったとしております。 
 351 行目、3、製造に由来する非有効成分の安全性に関する事項といたしまして、

TaqAM は JECFA の食品用酵素剤に対する一般規格を満たしており、また、宿主につき

ましても食品製造用酵素の生産菌として数多くの利用経験があり、有害な物質を生産する

という報告はないことから、製造に由来する非有効成分の安全性に問題はないと考えられ

ると記載させていただいております。 
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 4、精製方法及びその効果に関しましても、精製方法及びその効果は明らかでありまし

て、有害物質が混入することは考えられないとさせていただいております。 
 5 の有害性が示唆される常成分の変動に関する事項といたしましても、TaqAM は従来

の食品用酵素の製造に使用されているものであり、JECFA の純度規格を満たしていると

いうことを記載させていただいております。 
 第 8 につきましても、第 2 から第 7 までの事項により安全性の知見は得られていると

させていただいております。 
 その下に食品健康影響評価の結果を記載させていただきます。 
 以上です。 
○澤田座長 ありがとうございました。 
 それでは、評価書案につきまして、御意見、コメントをいただきたいと思います。なお、

細かい字句の修正等につきましては、後ほど修正箇所を事務局までお伝えいただきたいと

思います。 
 それでは、順番に、先ほどと同じように第 1 から第 3、10 ページの 184 行までで御意

見がありましたらお願いしたいと思います。 
○北村課長補佐 事務局ですが、122 行目、123 行目の「至適」の字が違っていますので、

申しわけありません、修正いたします。 
○澤田座長 どうぞ。 
○児玉専門委員 6 ページの 48 行目の IUB 分類名というところにブランチングエンザイ

ムと出てくるのですが、もともとの申請書とか、101 行目にも IUB 分類名と出てくるの

ですけれども、そっちとブランチングエンザイムは多分、ここだけしか出てこないのです

けれども、多分、IUB 分類名はちょっと自信がないのですけれども、ブランチングエン

ザイムという方が正しいような気がするのですが、そこを確認して統一というか、修正し

ていただければと思います。 
○澤田座長 ブランチングというと何となくおかしいような気がしないでもないのですけ

れども、大きなくくりとしてはそれが正しいかもしれません。 
○児玉専門委員 そうですね。多分、大きなくくりはブランチングエンザイムに入ってい

て。 
○澤田座長 トランスフェラーゼなので。 
○児玉専門委員 ただ、申請書は 4-α-グルカノトランスフェラーゼとなっているのです

ね、そこの部分も、確認してもらって。 
○澤田座長 それで、IUB のもとに戻って確認していただければと思います。 
 ほかによろしいでしょうか。 
 それでは、また、後で問題がありましたらお願いいたしたいと思いますけれども、続き

まして、第 4 の挿入 DNA、遺伝子産物、発現ベクターのところで 13 ページの 309 行ま

でで、ここに関しまして御意見がありましたらお願いしたいと思います。 
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 ちょっと気になったことだけ、197 行目の「クラス 1 に分類され」というのは「におい

て」ではなくて省令のクラス 1 ではないかなと。分類する方法は、この下の告示で初め

て分類されるのではないかなと思います。ちょっと確認していただければ。 
 他によろしいでしょうか。 
○児玉専門委員 13 ページ目の 303 行目に、TaqAM にはネオマイシンレジスタンスで

「neor」と出てくるのですけれども、これは多分、カナマイシン耐性遺伝子のことだと思

うのですけれども、ここだけこういう表記になっていますので。 
○澤田座長 もう 1 か所あります。12 ページの 288 行も「neor」になっていますので、

申請書では「kan」になっていたのですけれども。 
○児玉専門委員 そうですね、申請書では「kan」になっているのですよね。 
○澤田座長 前の評価書も「neor」になっていましたか。 
○北村課長補佐 遺伝子の方は「neor」にしていまして、カナマイシンヌクレオチジルト

ランスフェラーゼのタンパク質の方は「KAN」にしています。 
○澤田座長 「kan」と「neor」と多分、両方に耐性なので、人によって違う表記となる

可能性はあるのですけれども、前の評価書でも「neor」にしているわけですね。 
○北村課長補佐 ここの記載は 6-αの記載と同じにしております。 
○澤田座長 どちらかというと、「kan」の方がポピュラーなような気がしますけれども、

「neor」も使いますか。 
○五十君専門委員 ないわけではないので間違いないと思います。遺伝子名はイタリック

にしていただきたいと思います。ただ、neor遺伝子と書いてみたり、310 行目、カナマイ

シン耐性遺伝子に戻っていたり、おさまりが悪いので統一した方が良いかと思います。 
○澤田座長 一つの評価書の中では統一した方がいい。 
 他はよろしいでしょうか。 
○鎌田専門委員 12 ページの一番上のところ、さっきの一応、アレルゲンと相同性が見

つかったというのは、多分、新しいのが何かちょっと加わってくると思うので、そこだけ

書いておいていただければと思います。 
○澤田座長 アレルゲンの名前をという意味ですか。 
○鎌田専門委員 というよりも、相同性があったところはエピトープではないとか、何か、

そういう。 
○澤田座長 説明の追加ですね。 
○鎌田専門委員 説明を追加していただければと思います。 
○澤田座長 他はよろしいでしょうか。 
○児玉専門委員 ちょっと戻ってしまうのですけれども、9 ページ目の 179 行目ですが、

「伝達性を可能とする塩基配列は含まれていない」とあるのですけれども、先ほどヘルパ

ーファージ云々というところがありましたので、ただ、従来の過去の事例は多分、こうな

っているのだと思うのですが、申請書に書かれてしまっているので、どうしたものかなと
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いうふうにちょっと感じたのですけれども。 
○澤田座長 「可能でない」という表現ではいけないですか。 
○児玉専門委員 「可能」ではいかない。 
○澤田座長 pUB110 になった後は、伝達は可能ですか。 
○児玉専門委員 先ほど申請書の中で、ヘルパープラスミドがあった場合には伝達にかか

わる配列が云々という表現があったので、ただ、過去の事例では多分、こうなっているの

だと思うので、単独ではいかないと思いますので。 
○澤田座長 これは後で申請者の見解も聞いて、整合性をとるように直したいと思います。 
 他はよろしいですか。 
 それでは、第 5、組換え体に関する事項から最後までで、コメント、御意見がございま

したらお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 
 それでは、何点か御指摘をいただきましたけれども、いただきました修正に関しまして

は評価書の方の修正もあわせまして事務局の方で修正した後、私の方とそれから御意見を

いただいた先生方に確認していただきまして、問題がなければ食品安全委員会に御報告し

て、パブリックコメント等の手続に入りたいと思います。ありがとうございました。 
 それでは、続きまして次のイミダゾリノン系除草剤耐性ダイズの審議に移りたいと思い

ます。 
 この品目は昨年、もう 1 年ぐらい前ですけれども、専門調査会で審議を行いまして、

指摘事項が出されたものであります。指摘事項に対する回答書が参りましたので、事務局

から御説明をお願いしたいと思います。 
○北村課長補佐 それでは、御説明いたします。お手元にピンクのファイルの御用意をお

願いいたします。 
 本ダイズにつきましては、先ほど座長から御説明いただきましたように、昨年 10 月、

その前に一昨年の 10 月に御審議いただきまして、3 回目の審議になります。 
 まず、指摘事項 1 ですが、リアレンジメントに関する事項となってございまして、前

回、昨年 10 月の調査会での指摘の回答につきましては、このファイルの一番最後のタグ、

平成 22 年 10 月 27 日回答書というところに添付がされてございます。今回の指摘につき

ましては、今回の解析結果ではどのようなリアレンジメントが起こっているか、また、既

知の遺伝子を破壊していないかを判断することができないということから、再検討してく

ださいということで、再検討の際には宿主において既にリアレンジメントが存在する可能

性、農業形質の調査結果からは既知の遺伝子が破壊されていないこと、安全性に問題がな

いとは言えないということを踏まえて、検討してくださいという指摘になってございます。 
 前回の指摘が先ほど申しました一番後ろについてございますけれども、その 5 ページ

目のところで、相同性が認められた配列が 18 番染色体に間違いないかということと、既

知の遺伝子を破壊していないかを検討してくださいという指摘がございまして、その回答

として、相同性検索をしました結果、ダイズの 18 番染色体と相同性があるということ、
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リアレンジメントが起きていますということ、それと ORF 検索の結果、挿入領域の近傍

配列、1,000 bp について既知のアレルゲン、毒性タンパクとの相同性はないという回答

があったところでございますが、前回の調査会におきまして、この結果からどのようなリ

アレンジメントが起きているか、既知の遺伝子を破壊していないかを判断することはでき

ないという御判断をいただきまして、この指摘をいただいたところです。 
 回答は、2 ページ目の 3 パラ目からになりますが、今回、この指摘を踏まえまして、

CV127 系統の 5' 末端近傍配列領域 1 の上流 2 kbp 及び 3' 末端近傍配列領域 4 の下流約

1 kbp のシークエンス解析を新たに行ってございます。得られた挿入 DNA の近傍配列、

あと、宿主であります Conquista のゲノム配列及びゲノム解読が終了しておりますダイ

ズ品種 Williams82 のアライメントを行っております。 
 まず、1 つ目の回答としまして、Williams82 のシークエンス情報から領域 1、領域 3
周辺のプライマーを設計しまして、Conquista ゲノムを用いて PCR 解析を行い、この

PCR 産物のシークエンス解析を行ってございます。7 ページの図 19 が設計しましたプラ

イマー及び PCR 産物の図になってございます。この Conquista ゲノム情報と CV127 系

統の近傍配列と Williams82 ゲノムのアライメントを行いまして比較検討してございます。 
 先ほどの 7 ページの図に戻っていただきまして、PCR 産物のところで赤で示していま

すところが相同性が認められた領域でございまして、黒のところが相同性が認められなか

った領域となってございます。3 ページにいっていただきまして、PCR 産物は 4 種類ご

ざいますが、これと Williams82 とは 98％の相同性が認められたということでございま

す。その下については、この図のように黒のところは相同性が認められず、赤のところが

相同性が認められたということが記載されてございます。 
 次に、「また」以下になりますけれども、これは 3' 末端の方になりますけれども、こ

の領域 4、また、7 ページの図 19 の一番右に領域 4 というのがございますが、領域 4 の

下流約 1 kbp のシークエンス情報を得まして、同様に Conquista ゲノム、Williams82 と

のアライメントを行ってございます。この 3' 末端領域 4 の下流域約 1 kbp 以降は繰り返

し配列が続いて、プライマーの設計が困難だということから、1 kbp の結果のみ得られた

ということでございます。 
 8 ページに図 20 がございますけれども、プライマーをこのように設計いたしまして、4
つの PCR 産物が A1 から A4 になりますが、これについてシークエンス解析を行ってご

ざいます。この 4 つの断片の共通した配列につきまして、Conquista ゲノムの PCR 産物

及び Williams82 とのアライメントを行っております。その結果、この 1 kbp の領域につ

いては、Conquista ゲノムと 100％の相同性が認められておりまして、この配列と

Williams82 とは 94％の相同性が認められてございます。 
 さらに、バイオインフォマティクス解析から、得られました領域 4 の下流域 1 kbp か

ら、さらに 2 kbp の Williams82 のシークエンス情報を用いまして、相同性の検索を行っ

ております。このダイズ染色体 2 番におきます配列は、ダイズ染色体のうち、15 番、5
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番、17 番と相同性が高いということから、これ以上の 3' 末端近傍配列領域のシークエン

ス解析は困難だということが記載されてございます。 
 このアライメントの結果から、Conquista ゲノムとデータベースである Williams82 と

は 94％の相同性が認められたということから、遺伝子を挿入する前の宿主 Conquista に

おきまして、既にリアレンジメントが存在する可能性は考えにくいということでございま

す。また、本系統は遺伝子導入によりまして、挿入 DNA の近傍配列において大きなリア

レンジメントが起こったと考えられるということでございます。 
 挿入 DNA 配列から上流 829 から 998 bp の領域については、ダイズ由来の CDS 
Glyma02g36330.1 と 100％の相同性が認められまして、この領域はダイズ由来の 2 つの

EST 配列とも 100％の相同性を示してございます。この遺伝子の機能は不明だというこ

とが前回、報告されてございます。 
 今回、この CDS の遺伝子配列を詳細に解析しましたところ、9 ページの図 21 になり

ますけれども、この近傍配列領域 1 にはこの遺伝子のエキソン 2 が存在しまして、さら

に上流にはエキソン 1 が存在するということがわかったということです。この挿入 DNA
については、本遺伝子のイントロン領域に挿入されたと考えられまして、この遺伝子が破

壊されている可能性が高いということが考えられますということです。4 ページにまいり

まして、この遺伝子と相同性が認められる配列は、ダイズ染色体の 2 番に 1 つ、10 番に

2 つ存在するということです。 
 さらに 10 ページの図 22 に示してありますように、近傍配列領域 3 及び 4 のリアレン

ジメントによって、既知の遺伝子が破壊されている可能性について調べたということです。

その結果、コード配列が破壊されている遺伝子は認められませんでしたが、領域 4 の 5' 
末端側 353 bp がこの遺伝子の推定 5' UTR 領域であることが確認されたということです

が、この遺伝子の機能は不明となっております。この遺伝子産物は、記載の 6 つの遺伝

子産物との相同性が認められたということで、相同性の高いものが存在するということで

す。 
 以上のことから、本系統の挿入 DNA 及び近傍配列は、遺伝子挿入時に大きなリアレン

ジメントが起こりまして、内在性の遺伝子は破壊されている可能性が高いということです。

しかしながら、農業形質及び種子の主要構成成分、栄養阻害物質の分析結果から、リアレ

ンジメントに起因すると考えられる影響は、認められなかったという記載になってござい

ます。 
 29 ページからが指摘事項 2 になります。これも前回の指摘の回答に対する指摘になっ

てございまして、パンクレアチンを含まない SIF でタンパク質が分解されている原因と

して、試験に用いたタンパク質に含まれる不純物が考えられるということから、精製度を

高めたタンパク質を用いて再試験を行い、この結果を踏まえて原因について説明すること

という指摘になっております。 
 次に、31 ページになりますが、指摘事項 3 番についても同じく人工腸液に関する感受
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性の試験の指摘になってございまして、ウエスタンブロット分析において非特異的バンド

が検出されたことは、分析結果の解釈を複雑にすることから、精製度を高めたタンパク質

を用いて再試験を行うことという指摘になってございまして、再試験を行ったという回答

がそれぞれされてございます. 
 29 ページに戻っていただきまして、前回の回答におきまして、大腸菌で発現させまし

た改変 AHAS(m)タンパク質及び本系統の葉から抽出しました AHAS タンパク質は、非

常に不安定だということから、60 分後のパンクレアチンを含まない SIF 中において分解

されるという結果になったということで、前回の回答書に記載がされておりますように、

抽出物中の他の構成タンパク質の違いが、AHAS タンパク質の安定性に影響を与えてい

るのではないかという推測をされてございます。 
 今回、本系統の総 AHAS タンパク質の発現量が低いということから、植物体からタン

パク質を得るのは困難だということになりまして、大腸菌で発現させた改変 AHAS タン

パク質を用いまして精製度を高めて、再試験を行ってございます。この大腸菌で発現させ

ましたタンパク質については、本系統から産生されます改変 AHAS タンパク質と実質的

に同等であることを確認してございます。 
 この結果については、30 ページの図 30 に示されたとおりでございまして、SDS-
PAGE 分析及びウエスタンブロット分析において、パンクレアチンを含まない SIF で、

AHAS タンパク質が分解されないということが確認されてございます。30 ページの A の

方が SDS、B がウエスタンブロットでございまして、左から 2 レーン目がパンクレアチ

ンを含まない SIF の 60 分後です。パンクレアチンを含む SIF で速やかに分解されまして、

反応 0.5 分後以降、改変 AHAS(m)タンパク質のバンドは検出されなかったという結果に

なってございます。 
 31 ページ、先ほど説明しました 3 番の回答も、今、説明をしました図 30 のとおりで

ございます。 
 次、4 番、指摘事項 4 になりますけれども、前回の指摘事項 13 に対する回答につきま

して、大腸菌由来の改変 AHAS(m)タンパク質において、フィードバック制御が確認され

なかった理由として、本制御にかかわるタンパク質が含まれていないためと説明をしてい

るが、その根拠が示されていないということから、根拠を示すか、記載内容を適切に修正

することという指摘になってございます。 
 回答としましては、バリン及びロイシンの濃度が高まると、AHAS 小サブユニットタ

ンパク質（AHASS タンパク質）が関与しまして、AHAS 酵素活性を調節することが報告

されています。大腸菌で発現させて精製した改変 AHAS(m)タンパク質には、AHASS タ

ンパク質が含まれていないので、フィードバック制御が確認されなかったと考えていると

いうことでございます。 
 32 ページからは修正事項がございまして、1 番、33 ページに 2 番、34 ページに 3 番の

修正事項があって修正がされてございます。 
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 説明は以上です。よろしくお願いします。 
○澤田座長 ありがとうございました。 
 それでは、指摘事項に対する回答につきまして、項目ごとに順番に御意見をいただきた

いと思います。まず、指摘事項 1 のリアレジメントで、これはかなりいろいろ御意見が

あるかと思いますけれども、鎌田先生、澁谷先生、小関先生からいろいろ御意見をいただ

いたのですけれども、小関先生はおられず、澁谷先生も今日、御欠席ということですので、

鎌田先生の方からお願いしたいと思います。 
○鎌田専門委員 今回の結論が結局、よくわからないという結論なので、どうしたものか

なというような大変頭が痛いところです。いずれにしても、リアレンジメントが起こった

ので、当初、入っていた周辺だけではなくて、他の染色体の部分も巻き込んでいるので何

が起こったかはわからない。 
 ただ、それが食品の安全性上、どれぐらい問題があるかが次の問題で、これまでだと周

辺のもの、リードスルー等が起こったときのことも含めて、一応、6 つの読み枠で全部、

アレルゲン、毒性タンパクは見てもらっていて、今回の 1 kbp のところまでは見てもら

っていると。ところが、さらにその外側にもリアレンジメントが起こっているので、さて。

でも、リアレンジメントは外来の遺伝子そのものではなくて、ダイズのゲノムのアレンジ

メントなので、今回、見ている限りは、若干、わからない部分があるところはあるのです

が、そうすると、そこまで踏み込んで安全性の議論をするのかと。 
 そうすると、既存のダイズ品種、組換えでなくても、全部、議論しろという話になるの

で、余りそこまで踏み込めない。リアレンジメントが起こったことは確かだけれども、少

なくともここで見ている限りはほとんどが宿主か、ゲノム配列がわかっている標準ダイズ

のどこかの部分とほぼ一致しているので、その意味では、変な外来遺伝子が混ざった形で

のリアレンジメントではないので、そう考えると、ダイズの一般的ないろんな交配の中で

も起こり得ることなので、あまりそこまで突っ込んで、明確に、要するにリアレンジメン

トが起こっていないところまで要求するかと言われたら、それは多分、現実的には無理だ

ということと、リアレンジメントが起こっている中については、既存のダイズゲノムの中

のアレンジメントだと考えられるので、そこまでこれ以上、アレルゲン、毒性のことも含

めて要求するのは多分、現実的ではないし、あまりそれがこの系統の食品安全性上の意味

ということにはならないだろうというふうに思います。 
○澤田座長 それでは、他の先生、いかがでしょうか。 
 一つは 18 番染色体由来の断片がリコンビネーションで入ってきてしまう。それから、

2 番染色体の大分離れている断片も入ってきてしまう。また、領域 4 の下流がちょっと短

くて、その下流がどうなっているかわかっていないところがあるというのは問題になるか

と思いますけれども、Glyma02g36330 というのですか、遺伝子が破壊されていることは

確からしいですね。それは機能がよくわかっていなくて、申請者が言うにはダイズは 4n
で多重性があるので、一つ遺伝子が壊れても余り影響はないだろうという、そういう議論
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になっております。 
○鎌田専門委員 遺伝子破壊の方に関しては比較で、もし破壊されていたときにどこまで

安全性の観点から、いろんなデータなり、考え方を要求するかは一番難しい問題で、本来

持っている遺伝子がミューテーションでなくなるケースももちろんいっぱいあるので、壊

れていたから食品安全上、問題があるというのは一般的には余り考えられない。そのかわ

りに、もし、今回のような場合、1 個に限らないのですね、実は。ゲノム配列上、どかっ

と抜けている可能性があるので、そうすると、1 個 1 個の安全性議論は多分、それも現実

的ではないと思うので、やっぱり毒性物質とかが知られている場合に、それがふえてしま

う、本来、何かそういう毒性物質の合成を抑制しているような遺伝子があって抜けたりす

ると、毒性物質が増えたりするというのが一番、食品の安全性上は問題があるので、そこ

ら辺だけのデータはきっちりと押さえられているかどうかを、ここで確認した方がいいの

ではないかというふうに思います。 
○澤田座長 OECD 文書で示された必ず調べた方がいいというダイズの既知の構成成分

に関しましては、きちんとやっていて、いろいろなものに、変化がないことは確認されて

います。ちょっと気になるのは、領域 1 と 4 の間が、すぽっと、さっきおっしゃったよ

うに抜けてしまっている可能性があるのですけれども。確か kb でいくと、数百 kb ぐら

いですか。ダイズの場合、染色体はデュプリケートしているので、そのくらい、抜けても

形質に変化はない可能性は高いかと思いますけれども、そこら辺、他の先生方、いかがで

しょうか、なかなか判断が難しいところがあるかとは思いますけれども。 
○飯専門委員 私も先ほど鎌田先生が言われたように、結局、これだけリアレンジメント

が起きたら、結果的に毒性物質だとか代謝産物に変化があるかないかでしか判断のしよう

がないのではないかなという気がします。恐らくは落ちている方向の変異ですから、先ほ

ど言われたような抑制されているものが、抑制されなくなるという可能性だけを考えてお

けばいいような気がするのですけれども。 
○澤田座長 他の先生方はいかがでしょうか。 
○五十君専門委員 よろしいですか。ダイズの毒性成分にかかわる遺伝子の位置とかはあ

る程度、ブロットできますか、難しいですか。 
○鎌田専門委員 まだ、できていない。二次代謝系が。 
○五十君専門委員 もし、それができるのでしたら、この遺伝子近傍ではないという判断

ができ、すっきりすると思います。というのは、パススルーが起こる可能性もまだないわ

けではないので、影響を受けないだろうということになれば良いと思いました。先ほどの

抑制型の遺伝子が機能しなくなったかどうかと、これらの 2 つが明らかにないというこ

とになれば、代謝産物の結果で判断をすることは可能かなと思います。 
○澤田座長 細かいことを言い出しますと、18 番と 2 番の相手方も本当は見なければい

けないという議論が出てくるかと思いますけれども、今回に限っていえば、領域 1 と 4
の間で抜けたところを一応精査して、どういう遺伝子があるかを見て、それでたとえ抜け
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ても安全性上、問題はないだろうということを言ってもらえればよろしいと、そういうこ

とですか、今、おっしゃっていることは。 
○五十君専門委員 基本的にはそのあたりで、もし、毒性に係る遺伝子の位置が判ればあ

る程度、いいかなということです。 
○澤田座長 児玉先生。 
○児玉専門委員 これだけリアレンジメントが激しいと、もう対症療法でいくしかないの

で、落ちる分には抑制遺伝子型を考えればいいのですけれども、あとはリードスルーとい

う形になりますので、リードスルー前後には起きていないという確認を出してもらうとい

うことは、あってもいいかなというふうにちょっと思うのですけれども。 
○澤田座長 他に。よろしいですか。 
 それでは、もう一回、理論的な説明になるかと思いますけれども、求めると。 
○鎌田専門委員 理論的なことをもちろん書いていただくのはいいのだけれども、多分、

抜けた領域のところにどんなコード配列があるか、多分、ゲノム情報があるので、それな

りに予測はつくのだけれども、今回みたいに予測がつかない遺伝子が入っていたときに、

結局、回答のしようがなくなるのですね、そこの部分は。何か機能未知の遺伝子が入って

いましたということしか書けなくなるので、そこはどうしたらいいのかというのは、なか

なか難しいところで、フィチン酸なんかがあるので、フィチン酸の例えば生合成の遺伝子

かどうか、分かればいいのだけれども、分からなかったらということになるわけですね、

最後は。だから、返ってくる回答を考えると機能未知があったときに、今度、我々が何を

判断するのかというのが次の課題になるので、それもある程度、考えて質問しておかない

と答えが出なくなってしまうという気はするのですが。 
○澤田座長 ジーンのアノテーションの問題になるかと思うのですけれども、現時点で分

かっている範囲で、ホモロジーなりを考えて、大体、機能が類推できる場合は類推してい

ただいて。できない場合はアンノウンでやるしかないということですね。 
 それでは、よろしいでしょうか。次の指摘事項 2 と 3 になりますけれども、消化性試

験、これは手島先生と橘田先生の御指摘かと思いますけれども、手島先生。 
○手島専門委員 これに関しましては大腸菌で発現させて、そして精製して人工腸液での

SIF での実験をしたということで、パンクレアチンなしで時間を置いても減少していくと

いうふうな、前回見られたような現象は見られていませんので、実験的に改良されており

ますので、この回答で特に問題ないと思いました。 
○澤田座長 ありがとうございます。 
 橘田先生、追加で何か、よろしいですか。 
○橘田専門委員 特に追加はございません。これでよろしいかと思いますけれども、最初

からこういうデータを出してきていただければありがたいなと思うのですけれども。 
○澤田座長 それでは、指摘事項 4 でフィードバック制御の関連で、これは飯先生。 
○飯専門委員 リファレンスになるものを挙げてもらえましたので、基本的にこれでいい
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かと思います。ただ、文章の修正のところで 31 ページの修正事項の次の最初の行のとこ

ろですが、下線で「の濃度」というのが入っているのですけれども、多分、これはない方

がかえって読みやすいかと思います。その数行後の「の濃度」というのも同じで、これら

の 2 か所に関しては無理に入れない方がかえっていいかなと思いました。 
○澤田座長 内容はよろしいですね。 
○飯専門委員 内容的には一応、これでいいかなと。 
○澤田座長 ありがとうございました。 
 それで、あと、細かい修正事項が幾つかついていますけれども、これは何か問題がなけ

れば、よろしいでしょうか。 
 これに関しまして、もう一回、次に回すか、評価書案の審議に移るかなのですけれども、

いかがでしょうか。 
○鎌田専門委員 いつ返ってくるかですね。 
○北村課長補佐 評価書は、次回に、もう一度、審議していただいた後でよろしいですか。 
 指摘の内容なのですけれども、リアレンジメントでダイズゲノム上、欠失しているとこ

ろについて、遺伝子があるかないかということがはっきり分かればいいということでよろ

しいでしょうか。 
○鎌田専門委員 こういうことだと思います。今回、Williams82 というのがゲノム情報

でもわかっていますので、それと照らし合わせたときに、ここの入った位置で欠失と欠失

が考えられる領域について転写を、いわゆる ORF になるかどうかと、もしなる場合に機

能がわかっている場合については、その機能から予測して安全性に影響がないことを説明

することと、そういう文章でよろしいのではないかと思うのですが。 
○澤田座長 具体的にはクロモソーム上の塩基の番号がどこかに書いてありましたね。そ

れで、領域の 1 と 4 の間が大きく欠失をしているところに相当すると思うので、その間

をちょっと調べていただくのかなと。 
○北村課長補佐 前回の回答書の 8 ページに領域 1 から 4 のゲノムの位置が書かれてい

まして、そこの 1 と 4 の間の欠失しているところという意味で。 
○澤田座長 前回の 8 ページの 4,178 万から 4,434 万、大体、このあたりが一応、大き

く欠失しているところになるかと思います。 
○飯専門委員 今の点ですが、どのぐらい欠失しているかにもよるのですけれども、恐ら

く機能未知のタンパクや単なる転写因子様のタンパク質とアノテートされているものがぞ

ろぞろ出てくる可能性があって、そうすると、何をしているか、結局はわからないわけで

すね。危惧するのは恐らく有害生理活性物質をつくるものが上がっているかどうかとか、

そういう点に結局はなってくるので、今までの提出されているデータでそれが十分なのか

どうかという見方が、一方では必要なのではないかという気もするのですけれども。アノ

テーションからは機能を推測できないタンパクが出てきたら、それで結局は分からないと

いうことになってしまうのではないかという気がするものですから。 
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○澤田座長 分からないなりに努力はしていただく。 
○鎌田専門委員 一言、よろしいでしょうか。昔、食品の安全性の一番最初のガイドライ

ンを作った時に考えていたのは、こういう遺伝子が破壊されたりした時に、野生植物だと

毒物が知られているけれども、現在の野菜になる過程で、そういういわゆる天然毒物がう

んと少なくなっているものが非常に多いので、そういうのが抑制タンパクでもしできなく

なっているのだとすれば、それが抜けるのが一番食品安全上は問題だというふうに考えて、

だから、野生種で知られているような毒物についても、そういう場合にはちゃんと記載を

してくださいというようなことを求めたのですね。多分、それがある意味、ちょっと形を

変えた形でこういうふうに残っているので、そこら辺を考慮して、今のデリーションした

部分について議論していただければというふうに思うのですが。 
○澤田座長 よろしいですか。 
○飯専門委員 後になってこれも出してくださいというのは気の毒な気もするので、逆に

今、話しておいた方がいいのかなという気もするのですが。今、ざっと見ただけですけれ

ども、例えばフィチン酸とかは一応定量されていて変化がないとか、その辺、しっかりデ

ータをとっている部分に関してはある程度、それを根拠にできるのではないかと思うので

すが、一方で、ダイズだとアレルゲンがいろいろと発現しているのですけれども、そうい

うのが増えていないということを確認してくれているのであれば、それはそれで一つの証

拠になると思いますので、何か、そういう工夫も回答のときにしていただけたらなと思う

のですけれども。 
○澤田座長 いずれにしろ、もう一度、ここで検討することになりますでしょう。 
 よろしいでしょうか。そうしますと、飼料の方にはまだいけない段階ということで、議

題 1 に関しましては、これで終了ということになります。 
 議題 2 のその他でありますけれども、私の方から少し御報告がありまして、8 月と 9 月

の専門調査会で審議いたしました 6-α-グルカノトランスフェラーゼと、それからダイズ

2 系統のスタックでありますけれども、申請書等の修正の指摘を出しておりました。これ

らの品目の取扱いについては、御担当の先生方に協力をいただきまして、座長預かりとな

っていたところであります。いずれの品目も指摘に基づきまして修正されたことを確認い

たしましたので、評価書を食品安全委員会に御報告いたしました。なお、これらは現在は

パブリックコメントの募集中とのことであります。 
 私からの御報告は以上であります。 
 他に事務局から何かありますでしょうか。 
○北村課長補佐 特にございません。 
○澤田座長 それでは、以上をもちまして、第 98 回遺伝子組換え食品等専門調査会を閉

会いたします。どうもありがとうございました。 


